
蒲郡市車両広告掲載要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、蒲郡市広告掲載要綱（平成１９年４月１日施行。以下「要

綱」という。）第１５条の規定に基づき、要綱に定めるもののほか、蒲郡市（以

下「市」という。）が管理する車両（以下「車両」という。）に広告を掲載する

ことについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （広告の範囲） 

第２条 車両に掲載することができる広告の範囲は、要綱第３条に定めるところに

よるものとする。 

 （広告の色彩等） 

第３条 車両に掲載することができる広告の色彩、意匠その他デザイン等は、次の

各号のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの 

⑵ 車両運行上の支障となるもの 

⑶ 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれがあるもの 

⑷ 都市景観との調和を損なうもの 

⑸ 周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫とさせるおそれがあるもの 

 （広告の規格） 

第４条 車両に掲載する広告の規格は、縦５０センチメートル、横５０センチメー

トル以内とし、車両の貼付可能面の縦横の長さがそれぞれ規格に満たないときに

おいては、面積０．２５平方メートル以内を上限とする。 

 （広告の掲載方法等） 

第５条 車両への広告掲載方法は、原則、広告の内容を表示したマグネットを、別

表に定める位置に貼付する方法で行い、車両の本体に直接表示する方法によるこ

とはできない。 

２ 前項のマグネットの材質は、広告掲載期間中において車体から剥離せず、かつ、

広告撤去の際に車体塗装の剥離を生じさせないものとする。 

（広告掲載期間） 

第６条 広告を掲載する期間は、原則として市長が定める日から同日が属する年度

の末日までとする。ただし、翌年度以降も引き続き広告を掲載する希望がある場



合は、翌年度の４月から最大４年間掲載できるものとする。 

 （広告の募集） 

第７条 広告の募集は、広報がまごおり、蒲郡市ホームページ等を使用して行うも

のとする。 

 （広告掲載の申込手続等） 

第８条 車両への広告掲載を希望する者は、蒲郡市車両広告掲載申込書（第１号

様式）に広告の原稿案を添えて市長に提出するものとする。この場合において、

当該者は、市に納付すべき市税等の滞納がない者とする。 

 （広告掲載の決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、蒲郡市広告審査委員会

において審査し、広告掲載の可否を決定する。この場合において、同一の車両に

広告掲載の申込者が複数あったときは、次に掲げる順位により広告掲載者を決定

するものとする。 

⑴ 市内に本社若しくは本店を有する企業又は自営業 

⑵ 市内に支店、営業所等を有する企業又は自営業 

⑶ 前２号に規定する以外のもの 

２ 同一順位において、広告掲載が適当と認める申込みが複数ある場合は、抽選に

より決定するものとする。 

３ 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載申込者に対し、その結果、

掲載内容及び条件を蒲郡市車両広告掲載・不掲載決定通知書（第２号様式）によ

り通知する。 

 （広告掲載料） 

第１０条 広告掲載料は、別表のとおりとする。 

２ 広告掲載決定通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、市長の定める期

日までに広告掲載料を一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めたときは、この限りでない。 

 （費用負担等） 

第１１条 広告の作成費用及び掲載期間が終了し、又は掲載の必要がなくなった場

合の車両からの撤去費用については、広告主が負担するものとする。 

２ 広告の撤去作業等により車体塗装の剥離が生じた場合は、広告主が原状に復す

るものとする。 



３ 天災その他不可抗力による場合を除き、広告掲載期間中に市の責において広告

の破損等が生じた場合は、市が原状に復するものとする。 

 （広告物の作成等） 

第１２条 広告主は、広告掲載物を市長が指定する方法により作成し、市長が指定

する期日までに提出するものとする。 

 （広告内容等の変更） 

第１３条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき、若しく

はそのおそれがあるとき、又はこの要領に抵触していると判断したときは、広告

主に対して広告の内容等の変更を求めるものとする。 

 （広告主の届出義務） 

第１４条 広告主は、車両広告掲載内容に変更があった場合には、蒲郡市車両広告

申込内容変更届（第３号様式）により、変更を希望する日の１０日前までに市長

に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、

この限りでない。 

 （広告掲載の取消し等） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告の掲載を取り

消すことができる。 

⑴ 広告主が広告掲載料を納期限までに納付をしなかったとき。 

⑵ 広告主から広告掲載の辞退の申出があったとき。 

⑶ 広告主が広告の原稿を納期限までに提出しなかったとき。 

⑷ その他市長が広告の掲載に支障があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、蒲郡市車両広告掲

載取消等通知書（第４号様式）により広告主に通知するものとする。 

 （損害賠償請求） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主に対し、損害賠

償請求を行うことができるものとする。 

⑴ 広告掲載内容により、市が損害を被ったとき。 

⑵ 広告主の責めに帰すべき事由により、広告掲載を中止したことに伴い市に損

害が発生したとき。 

 （広告掲載の取下げ） 

第１７条 広告主は、自己の都合により車両への広告掲載を取り下げることができ



るものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は蒲郡市車両広告掲載

取下届（第５号様式）により広告掲載の取下げを希望する日の１週間前までに市

長に申し出なければならない。 

 （広告掲載料の還付） 

第１８条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由によ

り広告の掲載ができなかったときは、市長はその全部又は一部を還付することが

できる。 

２ 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。 

３ 広告掲載料の還付を受けようとする者は、蒲郡市車両広告掲載料還付請求書

（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （広告主の責任等） 

第１９条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

 （雑則） 

第２０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要領は、平成２７年８月２５日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年１２月２３日から施行する。ただし、改正後の蒲郡市車両

広告掲載要領の規定による第２号様式及び第４号様式は、令和７年１月１日から施

行する。 

 



別表（第５条、第１０条関係） 

貼付箇所 
掲載料(月額) 

【消費税込み】 

市長が指定する車両の左右両側面及び後方面。ただし、

後方面は広告を貼付可能なスペースがある車両のみ。 

１台当たり 

１，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

蒲郡市車両広告掲載申込書 

 

年  月  日  

蒲 郡 市 長   様 

所在地 

名称 

代表者氏名            

電話番号 

 

蒲郡市車両への広告の掲載について、次のとおり申込みます。 

掲載希望期間   年  月  日から    年  月  日まで 

掲載希望車両  

掲載希望箇所    車両左側面   車両右側面   車両後方面 

広告の概要 

※広告で使用するフレーズなど 

 

 

広告主の概要 

※事業内容や活動内容など 

本申込みに係る 

担当者等 

担当部署： 

担当者氏名： 

電話番号： 

ＦＡＸ： 

Ｅ－ＭＡＩＬ： 

提出書類 
広告原稿（案） 

会社案内等（会社の概要がわかるもの） 

その他 
申込みに当たっては、蒲郡市広告掲載要綱、蒲郡市広告

掲載基準、蒲郡市車両広告掲載要領の内容を遵守します。 

 



第２号様式（第９条関係） 

蒲郡市車両広告 
掲 載 

不掲載 
決定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

蒲郡市長         

 

     年   月   日付けで申請のありました車両広告掲載につい 

ては、下記のとおり 
掲 載 

不掲載 
を決定しました。 

 

記 

 

決 定 通 知 番 号 第        号 

広告の規格・数量等 

車両           

左側面  規格  縦  ㎝×横  ㎝   

右側面 規格  縦  ㎝×横  ㎝   

後方面 規格  縦  ㎝×横  ㎝   

広 告 掲 載 期 間 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

広 告 の 内 容  

不 掲 載 の 理 由  

 



第３号様式（第１４条関係） 

蒲郡市車両広告申込内容変更届 

 

年  月  日 

 

蒲 郡 市 長   様 

 

所在地 

名称 

代表者氏名           

電話番号 

 

 

蒲郡市車両への広告の掲載について、次のとおり変更したいので届け出ます。 

 

・内容変更 

変更項目 変 更 内 容 変更年月日 

   

 



第４号様式（第１５条関係） 

蒲郡市車両広告掲載取消等通知書 

 

年  月   日  

 

様 

 

蒲郡市長        

 

 

 年 月 日付けで申込みのあった広告の掲載について、次のとおり掲載取

消等決定しましたので、蒲郡市車両広告掲載要領第１５条の規定に基づき通知しま

す。 

 

取消理由  

  



第５号様式（第１７条関係） 

蒲郡市車両広告掲載取下届 

 

年  月   日  

 

蒲 郡 市 長   様 

 

所在地 

名称 

代表者氏名            

電話番号 

 

蒲郡市車両への広告の掲載について、次のとおり広告掲載を取り下げたいので届

け出ます。 

 

 

 

取下げ年月日 年    月    日から 

取下げ理由 

 

 

 

  



第６号様式（第１８条関係） 

蒲郡市車両広告掲載料還付請求書 

 

年  月   日  

 

蒲 郡 市 長   様 

 

所在地 

名称 

代表者氏名            

電話番号 

 

蒲郡市車両広告掲載料について、次のとおり還付を請求します。 

 

備考 口座名義人は、請求者本人としてください。 

還 付 請 求 期 間 
年  月  日から 

    年  月  日まで （計   月） 

請 求 金 額 円 

振 込 金 融 機 関 

銀行            本店 

信用金庫          支店 

農業協同組合 

信用組合 

預金種目 １ 普通   ２ 当座 

支店番号      口座番号 

口座名義人(カタカナ) 


